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第８章

エネルギー、環境、労働

＜エネルギー＞

（１）ルールの背景

国際通商の自由化を基本原理とする では、銅、

ニッケル、レアアース等の鉱物資源のみならず、天然

ガス、原油、石炭等のエネルギー資源もその例外では

なく、それらの囲い込みを禁止し、自由な取引を確保

することにより、エネルギー・鉱物資源の適切な配分

を確保しようとしているものと理解される。しかし資

源に恵まれない日本にとって、エネルギー・鉱物資源

の安定供給を確保することは重要な課題の つである。

の規律に違反しない範囲でこれらの要請を満たす

ため、日本の においてもエネルギー・鉱物資

源の安定的供給の強化に取組んでいる。

（２） による日本の取組

日本がこれまでに締結した の中では、特に

エネルギー・鉱物資源分野において我が国と関係の深

いブルネイ、インドネシア及び豪州との において、

エネルギー・鉱物資源について独立した章を設けてお

り（いずれの も発効済み）、エネルギー・鉱物資

源分野での国家間連携を更に深化させるための試みを

推進しているところである。

①インドネシア

インドネシアは、日本にとって上位の液化天然ガス

（ ）輸入相手国であると同時に、有数の原油及び石

炭の輸入相手国である。そのため、 年 月に発効

した日インドネシア では、第 章にエネルギー・

鉱物資源章を設けている。同章は、日インドネシア両

国の持続的な経済成長のため、エネルギー・鉱物資源

が戦略的に重要であることを踏まえ、当該分野におけ

る投資及び貿易の促進を通じて、エネルギー・鉱物資

源の安定的供給強化に貢献することを目的としている。

係る目的の下、具体的な規律としては、政策的透明性

の向上、政策対話の強化、協力の推進等を行うことと

している。具体的には、以下の規律を定めている。

（ ）定義（第 条・附属書 ）

天然ガス、原油、石炭等のエネルギー資源に加え、

銅、ニッケル等の鉱物資源について、同章の対象とす

ることを規定。

（ ）投資の促進及び円滑化（第 条・附属書 ）

投資の促進及び円滑化のため、協議、情報交換、投

資促進活動の支援等の実施を規定。

（ ）輸入及び輸出の制限（第 条）

輸出入規制導入の際の早期通報等の義務を規定。

（ ）輸出許可手続及びその運用（第 条）

輸出許可手続の採用・維持に際し、その運用等に関

する情報提供などの義務を規定。

（ ）エネルギー・鉱物資源規制措置（第 条）

規制導入の際の既存契約の尊重、規制に関する早期

通報等の義務を規定。

（ ）環境上の側面（第 条）

環境への悪影響の回避・極小化の重要性を確認し、

環境への配慮義務を規定。
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（ ）輸出制限（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源に関する輸出禁止・制限措置

を導入しないよう努めることを規定。また、規制導入

時は必要な範囲に限定するとともに、規制導入時の書

面通報、相手国から要請があった場合の当該規制に関

する協議等の義務を規定。

（ ）輸出許可手続き及びその運用（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源に関する輸出許可手続きの導

入時における透明性等の手続きを規定。

（ ）エネルギー・鉱物資源規制措置（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源規制措置を導入する際の事前

通報等、同分野における措置の透明性を確保するとと

もに、相手国から要請あった場合の当該規制に関する

協議等の義務を規定。

（ ）協力（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源分野における安定的かつ互恵

的な関係を強化するため、両国間の協力を促進するこ

とを規定。

エネルギー・鉱物資源に関する小委員会（第 ･

条）

情報交換やレビュー等の場として小委員会を設置。

④カナダ

カナダは、エネルギー、金属・鉱物等の天然資源に

関して世界の主要輸出国の一つである。カナダから日

本への輸入量のうち、石炭・燃料関係、鉱物関係（鉄

鉱石・銅鉱石等）が、輸入量の約 割を占める。

年 月にまとめられた「日加経済連携協定（ ）

の可能性に関する共同研究報告書」における「 ． そ

の他（エネルギー、鉱物及び食料）」では、日加両国

は、あり得べき が、これらの分野における両国の

通商関係に特別な注目を払うべきであるとの認識を共

有した。

日加 は 年 月から、正式交渉が開始され

ている。

（３）国際的なエネルギーに関する取

り決めへの参加の取組み

エネルギー憲章条約

年に発効したエネルギー憲章条約（ ：

）は、ソ連の崩壊に伴い、旧ソ連及び

東欧諸国におけるエネルギー分野の市場原理に基づく

改革と企業活動の促進等を目指すため、作成されたも

のである。

我が国が 年に署名した同条約は、我が国との

関係では 年に発効している。同条約は、エネルギ

ー分野における投資の自由化及び保護について規定す

るとともに、エネルギー原料・産品の貿易及び通過の

自由についての規律を定めている。

第一に、貿易について、エネルギー原料・産品の貿

易が、 非加盟国によるものであっても、基本的に

によって規律される旨を規定している（第 条）。

これは、条約発効当時 非加盟国であったロシアや

現在なお 非加盟国である旧ソ連・東欧等の諸国が、

体制にソフトランディングできるようにす

る、いわば 加盟への準備規定と言うことができよ

う。エネルギー原料・産品は で定義されてお

り、ウラン鉱、石炭、石炭ガス、タール、石油、精製

油、天然ガス、瀝青、アスファルト、電力、薪、木炭

等が含まれる。

第二に、エネルギー原料・産品の通過の自由に関し、

その出発地及び仕向地等による差別又は不合理な制限

等を行ってはならない旨を規定している。通過につい

ては第 条第 項で定義しており、基本的には、 つ

以上の地域（国）にまたがるパイプラインによる石油

及び天然ガスの輸送や送電設備による電力の送電を想

定している。

これらに加えて、同条約は競争の促進にむけた努力

義務（第 条）や、加盟国間での技術移転の促進（第

条）、環境への悪影響を最小化するとともに、世論

啓発や協力等を行う努力義務（第 条）等を規定する

とともに、紛争処理手続（ ）や署名国への暫定適

用（第 条）等を定めている。

エネルギー憲章条約の締約国・機関の数は、 年

月現在で東欧や 諸国等 か国及び 国際機関で

ある。なお、ロシアや豪州、ベラルーシ、ノルウェー

は署名はしたものの未批准であり、オブザーバー参加

にとどまる国及び国際機関等（米国、カナダ、中国、

韓国、 、 、 、 など）も存在する（詳細

第 部 経済連携協定・投資協定

（ ）地域社会の開発（第 条）

投資家による地域社会開発への貢献について、両国

政府が歓迎する旨を規定。

（ ）協力（第 条）

インドネシアにおける政策立案、キャパシティ・ビ

ルディング、技術移転の 分野について協力を行うこ

とを規定。

（ ）エネルギー及び鉱物資源に関する小委員会（第

条）

情報交換、レビュー等の場としての小委員会の設置

を規定。同委員会においては、エネルギー安全保障、

開かれた競争的市場などについての議論も実施する旨

規定。

②ブルネイ

ブルネイは、有数の 生産国であるとともに、日

本にとっては上位の 輸入相手国である。 年

月に発効した日ブルネイ では、我が国の

として初めてエネルギーに関する章を設置した（日ブ

ルネイ 第 章）。その中では、規制措置に関する

規律の導入、協力の実施、対話の枠組みの設置等によ

り、エネルギー分野において安定的で両国の利益とな

るような関係を維持・強化することとしている。具体

的には、以下の規律を定めている。

（ ）基本原則（第 条）

エネルギー分野における安定的かつ互恵的な関係

を強化することの重要性を両国が認識することを規定。

（ ）定義（第 条）

天然ガス及び原油を同章の対象とすること等を規

定。

（ ）輸入及び輸出の制限（第 条）

輸出入規制措置適用時の既存契約への十分な考慮、

規制導入時の書面通報、相手国から要請があった場合

の当該規制に関する協議等の義務を規定。

（ ）エネルギー規制措置（第 条）

エネルギー規制措置適用時の既存契約への悪影響

最小化の努力、規制導入時の書面通報、相手国から要

請があった場合の当該規制に関する協議等の義務を規

定。

（ ）環境上の側面（第 条）

エネルギーに関連する活動によって生じる環境上

有害な影響を、経済上効率的な方法で最小にするよう

努める旨を規定。

（ ）協力（第 条）

エネルギー分野における安定的かつ互恵的な関係

を強化するため、政策立案・人材養成・技術開発等の

分野での協力を促進することを規定。

（ ）エネルギーに関する小委員会（第 条）

情報交換やレビュー等の場として小委員会を設置。

③豪州

豪州は、日本にとって鉄鉱石、石炭、天然ガスの主

要な輸入相手先国である。 年 月に発効した日豪

では、第 章にエネルギー・鉱物資源章を設けて

いる。両国にとってのエネルギー及び鉱物資源分野の

重要性に鑑み、これらの資源の安定的な供給のために

妥当な措置をとることを約束するとともに、 協定

（ 第 条 及び同第 条 ）に基づく輸出

禁止・制限措置を導入しないよう努めることを約束す

る旨規定している。更に、輸出許可手続き及び新たな

規制措置を講じる際の事前通報等措置の透明性を確保

するとともに、相手国の要請ある場合に協議に応じる

ことも規定している。

具体的には、以下の規律を定めている。

（ ）基本原則（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源分野における安定的かつ互恵

的な関係を強化することの重要性を両国が認識するこ

とを規定。

（ ）定義（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源分野を同章の対象とすること

等を規定。

（ ）エネルギー及び鉱物資源の安定的な供給（第 ･

条）

エネルギー・鉱物資源の供給に重大かつ継続的な中

断又は懸念が生じる時は、相手国に協議を要請できる

こと等を規定。
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（ ）輸出制限（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源に関する輸出禁止・制限措置

を導入しないよう努めることを規定。また、規制導入

時は必要な範囲に限定するとともに、規制導入時の書

面通報、相手国から要請があった場合の当該規制に関

する協議等の義務を規定。

（ ）輸出許可手続き及びその運用（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源に関する輸出許可手続きの導

入時における透明性等の手続きを規定。

（ ）エネルギー・鉱物資源規制措置（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源規制措置を導入する際の事前

通報等、同分野における措置の透明性を確保するとと

もに、相手国から要請あった場合の当該規制に関する

協議等の義務を規定。

（ ）協力（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源分野における安定的かつ互恵

的な関係を強化するため、両国間の協力を促進するこ

とを規定。

エネルギー・鉱物資源に関する小委員会（第 ･

条）

情報交換やレビュー等の場として小委員会を設置。

④カナダ

カナダは、エネルギー、金属・鉱物等の天然資源に

関して世界の主要輸出国の一つである。カナダから日

本への輸入量のうち、石炭・燃料関係、鉱物関係（鉄

鉱石・銅鉱石等）が、輸入量の約 割を占める。

年 月にまとめられた「日加経済連携協定（ ）

の可能性に関する共同研究報告書」における「 ． そ

の他（エネルギー、鉱物及び食料）」では、日加両国

は、あり得べき が、これらの分野における両国の

通商関係に特別な注目を払うべきであるとの認識を共

有した。

日加 は 年 月から、正式交渉が開始され

ている。

（３）国際的なエネルギーに関する取

り決めへの参加の取組み

エネルギー憲章条約

年に発効したエネルギー憲章条約（ ：

）は、ソ連の崩壊に伴い、旧ソ連及び

東欧諸国におけるエネルギー分野の市場原理に基づく

改革と企業活動の促進等を目指すため、作成されたも

のである。

我が国が 年に署名した同条約は、我が国との

関係では 年に発効している。同条約は、エネルギ

ー分野における投資の自由化及び保護について規定す

るとともに、エネルギー原料・産品の貿易及び通過の

自由についての規律を定めている。

第一に、貿易について、エネルギー原料・産品の貿

易が、 非加盟国によるものであっても、基本的に

によって規律される旨を規定している（第 条）。

これは、条約発効当時 非加盟国であったロシアや

現在なお 非加盟国である旧ソ連・東欧等の諸国が、

体制にソフトランディングできるようにす

る、いわば 加盟への準備規定と言うことができよ

う。エネルギー原料・産品は で定義されてお

り、ウラン鉱、石炭、石炭ガス、タール、石油、精製

油、天然ガス、瀝青、アスファルト、電力、薪、木炭

等が含まれる。

第二に、エネルギー原料・産品の通過の自由に関し、

その出発地及び仕向地等による差別又は不合理な制限

等を行ってはならない旨を規定している。通過につい

ては第 条第 項で定義しており、基本的には、 つ

以上の地域（国）にまたがるパイプラインによる石油

及び天然ガスの輸送や送電設備による電力の送電を想

定している。

これらに加えて、同条約は競争の促進にむけた努力

義務（第 条）や、加盟国間での技術移転の促進（第

条）、環境への悪影響を最小化するとともに、世論

啓発や協力等を行う努力義務（第 条）等を規定する

とともに、紛争処理手続（ ）や署名国への暫定適

用（第 条）等を定めている。

エネルギー憲章条約の締約国・機関の数は、 年

月現在で東欧や 諸国等 か国及び 国際機関で

ある。なお、ロシアや豪州、ベラルーシ、ノルウェー

は署名はしたものの未批准であり、オブザーバー参加

にとどまる国及び国際機関等（米国、カナダ、中国、

韓国、 、 、 、 など）も存在する（詳細

第 部 経済連携協定・投資協定

（ ）地域社会の開発（第 条）

投資家による地域社会開発への貢献について、両国

政府が歓迎する旨を規定。

（ ）協力（第 条）

インドネシアにおける政策立案、キャパシティ・ビ

ルディング、技術移転の 分野について協力を行うこ

とを規定。

（ ）エネルギー及び鉱物資源に関する小委員会（第

条）

情報交換、レビュー等の場としての小委員会の設置

を規定。同委員会においては、エネルギー安全保障、

開かれた競争的市場などについての議論も実施する旨

規定。

②ブルネイ

ブルネイは、有数の 生産国であるとともに、日

本にとっては上位の 輸入相手国である。 年

月に発効した日ブルネイ では、我が国の

として初めてエネルギーに関する章を設置した（日ブ

ルネイ 第 章）。その中では、規制措置に関する

規律の導入、協力の実施、対話の枠組みの設置等によ

り、エネルギー分野において安定的で両国の利益とな

るような関係を維持・強化することとしている。具体

的には、以下の規律を定めている。

（ ）基本原則（第 条）

エネルギー分野における安定的かつ互恵的な関係

を強化することの重要性を両国が認識することを規定。

（ ）定義（第 条）

天然ガス及び原油を同章の対象とすること等を規

定。

（ ）輸入及び輸出の制限（第 条）

輸出入規制措置適用時の既存契約への十分な考慮、

規制導入時の書面通報、相手国から要請があった場合

の当該規制に関する協議等の義務を規定。

（ ）エネルギー規制措置（第 条）

エネルギー規制措置適用時の既存契約への悪影響

最小化の努力、規制導入時の書面通報、相手国から要

請があった場合の当該規制に関する協議等の義務を規

定。

（ ）環境上の側面（第 条）

エネルギーに関連する活動によって生じる環境上

有害な影響を、経済上効率的な方法で最小にするよう

努める旨を規定。

（ ）協力（第 条）

エネルギー分野における安定的かつ互恵的な関係

を強化するため、政策立案・人材養成・技術開発等の

分野での協力を促進することを規定。

（ ）エネルギーに関する小委員会（第 条）

情報交換やレビュー等の場として小委員会を設置。

③豪州

豪州は、日本にとって鉄鉱石、石炭、天然ガスの主

要な輸入相手先国である。 年 月に発効した日豪

では、第 章にエネルギー・鉱物資源章を設けて

いる。両国にとってのエネルギー及び鉱物資源分野の

重要性に鑑み、これらの資源の安定的な供給のために

妥当な措置をとることを約束するとともに、 協定

（ 第 条 及び同第 条 ）に基づく輸出

禁止・制限措置を導入しないよう努めることを約束す

る旨規定している。更に、輸出許可手続き及び新たな

規制措置を講じる際の事前通報等措置の透明性を確保

するとともに、相手国の要請ある場合に協議に応じる

ことも規定している。

具体的には、以下の規律を定めている。

（ ）基本原則（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源分野における安定的かつ互恵

的な関係を強化することの重要性を両国が認識するこ

とを規定。

（ ）定義（第 ･ 条）

エネルギー・鉱物資源分野を同章の対象とすること

等を規定。

（ ）エネルギー及び鉱物資源の安定的な供給（第 ･

条）

エネルギー・鉱物資源の供給に重大かつ継続的な中

断又は懸念が生じる時は、相手国に協議を要請できる

こと等を規定。

605

　　　　　　　　　第８
章
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
環
境
、
労
働

　　　第
Ⅲ
部



第８章 エネルギー、環境、労働

はずのものであっても、次の つの条件を満たさなけ

ればならない旨を規定。すなわち、第 に、当該産品

の、輸出規制国における総供給に占める、相手方締約

国への総輸出の割合が、直近 か月の代表値と比べ

て減じられないこと。第 に、相手方締約国への輸出

に際し、国内価格よりも高い輸出価格を課さないこと。

第 に、当該輸出規制が、相手方締約国への通常の流

通経路を攪乱しないこと、また、例えば原油と精製石

油など、個々の産品間の通常の輸出比率を攪乱させな

いこと、である。この条文は米カナダ間にのみ適用さ

れ、メキシコは適用除外とされている（ ）。

また、物品一般に適用される第 条にも同旨の規定

があり、同様にメキシコは適用除外とされている

（ ）。

（ ）エネルギー規制措置（第 条）

エネルギー規制措置の適用に際し、可能な限り、エ

ネルギー規制当局が契約関係を攪乱（ ）しない

ようにすべきとの努力義務を規定している。

＜環境＞

（１）ルールの背景

において環境に関する規律を設ける例が増

えている。環境問題に対する近年の各国の意識の高ま

りを反映したものと捉えられるが、その経済的背景と

して第一に考えられるのは、 がそうであると思

われるように、相手方当事国において環境規制が守ら

れなければ自国産業が競争上不利になり、結果的に環

境規制の緩和合戦が起こるのではないか（“

”）との懸念に対応するというものである。

投資協定等において、環境規制を緩和することによっ

て投資を誘致（又は貿易を促進）することは適切でな

い旨を確認する規定が置かれることが多いが、これも

同様の理由によるものと考えられる。第二の背景とし

て、 相手国内で各企業による環境規制の遵守

状況に差があるような場合に、こうした差をなくすこ

とによって、公平な競争環境を整備しようとする狙い

がある場合も考えられる。多国籍企業の中には、事業

活動を行っている進出先国の環境規制のレベルにかか

わらず、世界中で同一の高いレベルの環境配慮を行っ

ている例も多い。こうした場合には、進出先国の産業

の発展度合いに応じて環境規制のレベルを高いものと

することが、より公平な競争環境の整備につながるで

あろう。また、環境規制自体はレベルの高いものが整

備されている国であっても、そのエンフォースメント

が実効的に行われていない場合には、同様の状況が生

じうる。現地資本企業が環境規制を十分に遵守してい

ないにもかかわらず、外国資本企業はコンプライアン

スや企業の社会的責任の観点から当該環境規制を遵守

しているような場合には、環境規制の実効的なエンフ

ォースメントを確保することが、公平な競争環境の整

備につながるであろう。なお、上述のような背景の下、

相手国に対して環境規制の整備・執行を要請

するに当たっては、 相手国から技術指導など

「協力」の要請を受けることも考えられる。一般的に、

環境問題に対応する技術や経験を有する国と、環境問

題が深刻な国とが違っている場合、両国が協力して環

境問題に取り組むことは、世界全体の利益につながる。

地球環境への負荷を減らすとともに、これまでの公害

防止・省エネルギーに関する経験や技術力を活かして

地球規模での環境保全に積極的に貢献していくことは、

我が国の重要課題であり、こうした協力を、アドホッ

クな二国間協力にとどまらず、 上の協力と位

置づけることで、より積極的な取組を進めることが期

待される。

（２）法的規律の概要

日本がこれまで締結した では、環境につい

て次のように取り組んでいる。共通する要素としては、

例えば、環境規制を緩和することで投資を促進しては

いけないこと（投資章）、環境に関する協力（環境章）、

相互認証との関連で自国が適切と考える環境規制をと

ることは妨げられないこと（相互承認章等）、などが

ある。

下記の他、現時点で未批准又は交渉中の協定におい

ても、環境関連の規定が盛り込まれ、あるいは、議論

されている。

第 部 経済連携協定・投資協定

は、 を参照。エネルギー

憲章条約はこの他に、エネルギー分野における投資に

ついても規定しているが、これについては第Ⅲ部第

章投資を参照）。

また、エネルギー分野における国際的な法的枠組み

として、同条約の普及を目指す動きが 主導で進め

られている。 年 月、オランダ・ハーグにて国際

エネルギー憲章閣僚会議が開催され、エネルギー分野

における国際協力を促進し、エネルギー憲章に関する

プロセスの近代化を支持する政治宣言である「国際エ

ネルギー憲章（ ； ）」

が署名された。その署名には、既存の条約締約国のみ

ならず、中国、韓国、カンボジア、チリ等、まだエネ

ルギー憲章条約を批准していない国が か国以上も

参加し、これまでの旧ソ連及び東欧諸国、 諸国中心

のものから、地理的な広がりがみられた。 年 月

現在、同憲章は日本を含む の国及び国際機関等が

署名している。

年 月には、我が国が東アジアで初めて、国

際エネルギー憲章会議を主催した。当該会議には、エ

ネルギー憲章条約の締約国・署名国・オブザーバーに

加え、アジア及びアフリカ諸国・機関を招待し、エネ

ルギー憲章の認知度の向上、普遍化に貢献した。エネ

ルギー憲章プロセスが気候変動対策や持続可能な開発

といったグローバルなエネルギーの主要課題にいかな

る貢献ができるかなどについて活発な議論が行われ、

成果文書として、「エネルギー憲章に関する東京宣言」

が発出された。

また、 年 月には、ルーマニア ブカレスト

において、エネルギー憲章会議第 回会合が開催さ

れた。会合においては、「エネルギー安全保障、持続

性及び繁栄の確保のためのイノベーションの促進」と

いうテーマの下、エネルギー転換やイノベーションの

重要性などについて議論が行われた。また、同会合の

成果文書として、「ブカレスト・エネルギー憲章宣言」

が発出され、エネルギー憲章条約の近代化や投資リス

ク低減などについて確認された。

（４）他国におけるエネルギー（及び

鉱物資源）に係る法的規律（条

約）の例

エネルギー・鉱物資源分野の実体規律として国際的

に合意されたルールの例として、 を紹介する。

は第 章（エネルギー及び基本石油化学品

（ ））で、次のような規律を定

めている。なお、 は 年 月より再交渉が開

始され、 年 月に （

）として署名された。

（ ）原則（第 条）

自国憲法の遵守、エネルギー・基本石油化学品が果

たす役割の強化・持続的自由化が望ましいこと、当該

分野の競争力を高めることが各国の利益に適うこと、

を確認している。

（ ）定義（第 条）

第 章の対象範囲の定義として、ウラン鉱、石炭、

コークス、タール、ナフサ、石油、瀝青油、石油ガス、

石油コークス、ウラン化合物、酸化重水素、エタン、

ブタン等を コード 桁～ 桁で規定。

なお、 において留保及び特則について

規定があり、天然ガス及び基本石油化学品についての

供給契約のための交渉を許可すべきことや、原油・天

然ガスの採掘、基本石油化学品の生産、原油の貿易等

の戦略的活動についてのメキシコによる留保、及びメ

キシコにおいて企業は自家消費のための発電設備を設

けることができること等を規定している。

（ ）輸出入制限（第 条）

輸出入制限について 上の規律を確認。特に、最

低・最高輸出価格規制等を禁止するとともに、 域

外国からのエネルギー・基本石油化学品の輸入禁止に

関し、他の 締約国が協議できる旨を規定。なお、

同種の規定が物品一般に適用される第 章でも設けら

れている（第 条）。

（ ）輸出税（第 条）

輸出税の賦課を禁止（他のすべての締約国への輸出

及び自国消費に対して一律に課税される場合を除く）。

なお、物品一般に適用される第 章でも、同旨の規定

がある（第 条。ただし、 で、メキシコ

における卵、塩、小麦粉等の基本食糧を例外としてい

る）。

（ ）その他の輸出規制（第 条）

輸出規制について、本来であれば 第 条（ ）

項又は第 条（ ）、（ ）、（ ）項で正当化される
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はずのものであっても、次の つの条件を満たさなけ

ればならない旨を規定。すなわち、第 に、当該産品

の、輸出規制国における総供給に占める、相手方締約

国への総輸出の割合が、直近 か月の代表値と比べ

て減じられないこと。第 に、相手方締約国への輸出

に際し、国内価格よりも高い輸出価格を課さないこと。

第 に、当該輸出規制が、相手方締約国への通常の流

通経路を攪乱しないこと、また、例えば原油と精製石

油など、個々の産品間の通常の輸出比率を攪乱させな

いこと、である。この条文は米カナダ間にのみ適用さ

れ、メキシコは適用除外とされている（ ）。

また、物品一般に適用される第 条にも同旨の規定

があり、同様にメキシコは適用除外とされている

（ ）。

（ ）エネルギー規制措置（第 条）

エネルギー規制措置の適用に際し、可能な限り、エ

ネルギー規制当局が契約関係を攪乱（ ）しない

ようにすべきとの努力義務を規定している。

＜環境＞

（１）ルールの背景

において環境に関する規律を設ける例が増

えている。環境問題に対する近年の各国の意識の高ま

りを反映したものと捉えられるが、その経済的背景と

して第一に考えられるのは、 がそうであると思

われるように、相手方当事国において環境規制が守ら

れなければ自国産業が競争上不利になり、結果的に環

境規制の緩和合戦が起こるのではないか（“

”）との懸念に対応するというものである。

投資協定等において、環境規制を緩和することによっ

て投資を誘致（又は貿易を促進）することは適切でな

い旨を確認する規定が置かれることが多いが、これも

同様の理由によるものと考えられる。第二の背景とし

て、 相手国内で各企業による環境規制の遵守

状況に差があるような場合に、こうした差をなくすこ

とによって、公平な競争環境を整備しようとする狙い

がある場合も考えられる。多国籍企業の中には、事業

活動を行っている進出先国の環境規制のレベルにかか

わらず、世界中で同一の高いレベルの環境配慮を行っ

ている例も多い。こうした場合には、進出先国の産業

の発展度合いに応じて環境規制のレベルを高いものと

することが、より公平な競争環境の整備につながるで

あろう。また、環境規制自体はレベルの高いものが整

備されている国であっても、そのエンフォースメント

が実効的に行われていない場合には、同様の状況が生

じうる。現地資本企業が環境規制を十分に遵守してい

ないにもかかわらず、外国資本企業はコンプライアン

スや企業の社会的責任の観点から当該環境規制を遵守

しているような場合には、環境規制の実効的なエンフ

ォースメントを確保することが、公平な競争環境の整

備につながるであろう。なお、上述のような背景の下、

相手国に対して環境規制の整備・執行を要請

するに当たっては、 相手国から技術指導など

「協力」の要請を受けることも考えられる。一般的に、

環境問題に対応する技術や経験を有する国と、環境問

題が深刻な国とが違っている場合、両国が協力して環

境問題に取り組むことは、世界全体の利益につながる。

地球環境への負荷を減らすとともに、これまでの公害

防止・省エネルギーに関する経験や技術力を活かして

地球規模での環境保全に積極的に貢献していくことは、

我が国の重要課題であり、こうした協力を、アドホッ

クな二国間協力にとどまらず、 上の協力と位

置づけることで、より積極的な取組を進めることが期

待される。

（２）法的規律の概要

日本がこれまで締結した では、環境につい

て次のように取り組んでいる。共通する要素としては、

例えば、環境規制を緩和することで投資を促進しては

いけないこと（投資章）、環境に関する協力（環境章）、

相互認証との関連で自国が適切と考える環境規制をと

ることは妨げられないこと（相互承認章等）、などが

ある。

下記の他、現時点で未批准又は交渉中の協定におい

ても、環境関連の規定が盛り込まれ、あるいは、議論

されている。

第 部 経済連携協定・投資協定

は、 を参照。エネルギー

憲章条約はこの他に、エネルギー分野における投資に

ついても規定しているが、これについては第Ⅲ部第

章投資を参照）。

また、エネルギー分野における国際的な法的枠組み

として、同条約の普及を目指す動きが 主導で進め

られている。 年 月、オランダ・ハーグにて国際

エネルギー憲章閣僚会議が開催され、エネルギー分野

における国際協力を促進し、エネルギー憲章に関する

プロセスの近代化を支持する政治宣言である「国際エ

ネルギー憲章（ ； ）」

が署名された。その署名には、既存の条約締約国のみ

ならず、中国、韓国、カンボジア、チリ等、まだエネ

ルギー憲章条約を批准していない国が か国以上も

参加し、これまでの旧ソ連及び東欧諸国、 諸国中心

のものから、地理的な広がりがみられた。 年 月

現在、同憲章は日本を含む の国及び国際機関等が

署名している。

年 月には、我が国が東アジアで初めて、国

際エネルギー憲章会議を主催した。当該会議には、エ

ネルギー憲章条約の締約国・署名国・オブザーバーに

加え、アジア及びアフリカ諸国・機関を招待し、エネ

ルギー憲章の認知度の向上、普遍化に貢献した。エネ

ルギー憲章プロセスが気候変動対策や持続可能な開発

といったグローバルなエネルギーの主要課題にいかな

る貢献ができるかなどについて活発な議論が行われ、

成果文書として、「エネルギー憲章に関する東京宣言」

が発出された。

また、 年 月には、ルーマニア ブカレスト

において、エネルギー憲章会議第 回会合が開催さ

れた。会合においては、「エネルギー安全保障、持続

性及び繁栄の確保のためのイノベーションの促進」と

いうテーマの下、エネルギー転換やイノベーションの

重要性などについて議論が行われた。また、同会合の

成果文書として、「ブカレスト・エネルギー憲章宣言」

が発出され、エネルギー憲章条約の近代化や投資リス

ク低減などについて確認された。

（４）他国におけるエネルギー（及び

鉱物資源）に係る法的規律（条

約）の例

エネルギー・鉱物資源分野の実体規律として国際的

に合意されたルールの例として、 を紹介する。

は第 章（エネルギー及び基本石油化学品

（ ））で、次のような規律を定

めている。なお、 は 年 月より再交渉が開

始され、 年 月に （

）として署名された。

（ ）原則（第 条）

自国憲法の遵守、エネルギー・基本石油化学品が果

たす役割の強化・持続的自由化が望ましいこと、当該

分野の競争力を高めることが各国の利益に適うこと、

を確認している。

（ ）定義（第 条）

第 章の対象範囲の定義として、ウラン鉱、石炭、

コークス、タール、ナフサ、石油、瀝青油、石油ガス、

石油コークス、ウラン化合物、酸化重水素、エタン、

ブタン等を コード 桁～ 桁で規定。

なお、 において留保及び特則について

規定があり、天然ガス及び基本石油化学品についての

供給契約のための交渉を許可すべきことや、原油・天

然ガスの採掘、基本石油化学品の生産、原油の貿易等

の戦略的活動についてのメキシコによる留保、及びメ

キシコにおいて企業は自家消費のための発電設備を設

けることができること等を規定している。

（ ）輸出入制限（第 条）

輸出入制限について 上の規律を確認。特に、最

低・最高輸出価格規制等を禁止するとともに、 域

外国からのエネルギー・基本石油化学品の輸入禁止に

関し、他の 締約国が協議できる旨を規定。なお、

同種の規定が物品一般に適用される第 章でも設けら

れている（第 条）。

（ ）輸出税（第 条）

輸出税の賦課を禁止（他のすべての締約国への輸出

及び自国消費に対して一律に課税される場合を除く）。

なお、物品一般に適用される第 章でも、同旨の規定

がある（第 条。ただし、 で、メキシコ

における卵、塩、小麦粉等の基本食糧を例外としてい

る）。

（ ）その他の輸出規制（第 条）

輸出規制について、本来であれば 第 条（ ）

項又は第 条（ ）、（ ）、（ ）項で正当化される
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第８章 エネルギー、環境、労働

な保護に合致しつつ環境保護に貢献する技術の移転・

普及を考慮することを奨励し、エネルギー活動の環境

への影響に関する世論啓発の義務を規定している（第

条）。更に、協力章（第 章）では、協力の分野と

して環境を明記している（第 条（ ））。

⑧日インドネシア

投資章（第 章）では、投資を促進するために環境

規制を緩和しない旨を規定している（第 条）。また、

エネルギー及び鉱物資源章（第 章）では、エネルギ

ー及び鉱物資源に関するすべての活動における環境へ

の悪影響を最小限とすること、エネルギー及び鉱物資

源政策の実施・形成過程において環境を考慮する義務、

知的財産権の十分かつ効果的な保護に適合しつつ環境

保護に貢献する技術の移転・普及を考慮することを奨

励し、エネルギー及び鉱物資源活動の環境への影響に

関する世論啓発の義務を規定し（第 条）、協力章

（第 章）では、協力の分野として環境を明記してい

る（第 条（ ））。更に、実施取極第 章では、環

境分野における協力の範囲やその形態を規定している。

⑨日 ・

物品章（第 章）では、この章のいかなる規定もバ

ーゼル条約又は関連する他の国際協定を締結している

締約国がこれらの国際約束に従って自国の法令に基づ

く有害廃棄物又は有害物質に関する措置を採用・実施

することを妨げるものと解してはならないことを規定

している（第 条）。また、任意規格、強制規格及び

適合性評価手続章（第 章）では、同章の一般的例外

として、この章のいかなる規定も環境の保全のために

必要な限度において、任意規格及び強制規格の立案・

制定・適用する締約国の権利を制限するものではない

ことを規定し（第 条）、協力章（第 章）では、協

力の分野として環境を明記している（第 条（ ））。

⑩日ベトナム

任意規格、強制規格及び適合性評価手続章（第 章）

では、同章の一般的例外として、自国が適切と考える

環境規制は妨げられない旨を規定している（第 条）。

協力章（第 章）では、協力の分野として環境を明記

しており、実施取極第 章において、環境分野におけ

る協力の範囲やその形態を規定している。

⑪日スイス

総則章（第 章）では、環境保護と開発の目標達成

のための製品、技術を普及するために環境物品及び環

境サービスの貿易を促進することとしている（第 条）。

投資章（第 章）では、投資を促進するために健康、

安全、環境規制を緩和することは不適当である旨を規

定している（第 条）。

⑫日インド

総則（第 章）で、我が方からの要望により，両締

約国が環境保護に取り組む旨の独立の条文を設けた

（第 条）。投資章（第 章）では、投資を促進する

ために環境規制を緩和することは不適当である旨を規

定している（第 条）。また、協力章（第 章）で

は、協力の分野として環境を明記しており（第 条）、

その範囲及び形態については実施取極で定めることが

できるとしている。

⑬日ペルー

前文で、環境の保護及び保全に適合した方法で協定

を実施することを決意しているほか、政府調達章（第

章）において、各締約国は、環境を保護するために、

技術仕様を立案し、制定し、又は適用することができ

る旨を規定している。さらに、協力章（第 章）では、

協力の分野として環境を明記しており、実施取極第

章第 条において、環境分野における協力の範囲や

その形態を規定している。また、協定の署名に際し、

貿易と環境に関する共同声明を発表し、生物多様性条

約及び気候変動枠組条約や、持続可能な森林経営の重

要性を再確認し、貿易と環境の分野において協力する

こと等を確認している。

⑭日豪

投資章（第 章）において、同章の一般的例外とし

て、「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のため

に必要な措置」に関し、環境に関する措置であって、

人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要

なものを含むと規定されている他、政府調達章（第

章）において、締約国は、天然資源の保全を促進し、

又は環境を保護するために、技術仕様を立案し、制定

し、又は適用することができる旨を規定している。

⑮日モンゴル

投資章（第 章）において、それぞれ自国の環境に

関する措置の緩和を通じて投資を奨励することを差し

第 部 経済連携協定・投資協定

①日シンガポール

環境に関連する規定は、相互承認章（第 章）にお

いて、同章の一般的例外として、自国が適切と考える

環境規制をとることは妨げられない旨を規定している

（第 条）。実施取極第 条において、科学技術に

関する協力分野として環境を明記している。

②日メキシコ

投資章（第 章）では、（ ）

禁止の条文において、技術移転要求禁止のうち、一般

的な環境規制を充たすような技術の使用を義務づける

ことは違反ではないとし（第 条 （ ））、また、環

境規制を緩和することで投資を促進してはいけないこ

と（第 条）、投資家対国家仲裁において環境につい

て専門家の鑑定書を要請できること（第 条）を規定

している。協力章（第 章）では、環境に関する協力

を行う旨を規定している。協力には、情報交換、能力

向上、環境物品・サービスの貿易促進などを含むこと

ができるとしている。また、協定の実施及び運用章（第

章）では、環境保全のための緊急の措置の場合に、

パブリックコメントの手続を不要とする旨を規定して

いる（第 条）。

③日マレーシア

環境関連規定は つのみである。 つは、投資章（第

章）において、環境規制を緩和することで投資を誘

致しない旨の規定であり（第 条）、もう つは、協

力章（第 章）において、協力分野として環境を明記

している（第 条（ ））。

④日フィリピン

物品章（第 章）で、環境規格メカニズムの活用に

ついての両国の協力を規定しているほか（第 条）、

協力章（第 章）では、協力分野として（エネルギー

及び）環境を明記している（第 条（ ））。また、

相互承認章（第 章）では、同章の一般的例外として、

自国が適切と考える環境規制をとることは妨げられな

い旨を規定しており（第 条）、投資章（第 章）で

は、環境規制を緩和することで投資を促進してはいけ

ない旨を規定している（第 条）。また、外務大臣

間で書簡を交換し、バーゼル条約に従って、両国の国

内法で定められ、また禁止される有害廃棄物は、日本

からフィリピンに輸出されないこと、及び日比経済連

携協定における関連条文が、両国の既存の及び将来の

法令や規則の下でのそのような措置の採用や実施を妨

げないことを確認した。

⑤日チリ

前文で、経済的開発、社会的開発及び環境保護が相

互に依存しており、かつ、持続可能な開発に関する相

互に補強しあう柱であること並びに戦略的な経済上の

連携が持続可能な開発を促進する上で重要な役割を果

たすことができることを確認している。また、投資章

（第 章）で、環境規制を緩和することにより投資を

促進しないこと（第 条）を規定している。更に、協

定の署名に際し、環境について政治宣言を採択し、高

いレベルの環境保護を追求する意図の確認、世論啓発

を行うこと、クリーン開発メカニズム（ ）での協力

等を宣言している。

⑥日タイ

相互承認章（第 章）で、同章の一般的例外として、

自国が適切と考える環境規制は妨げられない旨を規定

している（第 条）。また、投資章（第 章）では、

環境規制を緩和することで投資を促進しない旨を規定

している（第 条）。更に、協力章（第 章）では、

協力の分野として環境を明記し（第 条（ ））、署

名の際の政治宣言には、科学技術・エネルギー・環境

分野での協力の促進が明記されている。実施取極第

章では、環境協力の内容や、科学技術・エネルギー・

環境分野の協力に関する小委員会を設置することなど

を規定している。また、外務大臣間で書簡を交換し、

バーゼル条約の権利義務を確認し、バーゼル条約に従

って有害廃棄物の輸出入を厳格に規制すること、関税

撤廃にかかわらず、バーゼル条約に従って有害廃棄物

の輸出入に関する措置を適用することができること、

また、環境保護のために協力する旨を再確認している。

⑦日ブルネイ

前文で、経済発展、社会発展、環境保護が相互依存

であり、持続可能な開発を相互に補強する要素であり、

経済連携が持続可能な発展の促進において重要な役割

を持つことを認めている。また、投資章（第 章）で

は、投資を促進するために環境規制を緩和しない旨を

規定し（第 条）、エネルギー章（第 章）では、エ

ネルギーに関する活動の環境への悪影響を最小限とす

る努力義務、エネルギー政策の実施・形成過程におい

て環境を考慮する義務、知的財産権の十分かつ効率的

608



第８章 エネルギー、環境、労働

な保護に合致しつつ環境保護に貢献する技術の移転・

普及を考慮することを奨励し、エネルギー活動の環境

への影響に関する世論啓発の義務を規定している（第

条）。更に、協力章（第 章）では、協力の分野と

して環境を明記している（第 条（ ））。

⑧日インドネシア

投資章（第 章）では、投資を促進するために環境

規制を緩和しない旨を規定している（第 条）。また、

エネルギー及び鉱物資源章（第 章）では、エネルギ

ー及び鉱物資源に関するすべての活動における環境へ

の悪影響を最小限とすること、エネルギー及び鉱物資

源政策の実施・形成過程において環境を考慮する義務、

知的財産権の十分かつ効果的な保護に適合しつつ環境

保護に貢献する技術の移転・普及を考慮することを奨

励し、エネルギー及び鉱物資源活動の環境への影響に

関する世論啓発の義務を規定し（第 条）、協力章

（第 章）では、協力の分野として環境を明記してい

る（第 条（ ））。更に、実施取極第 章では、環

境分野における協力の範囲やその形態を規定している。

⑨日 ・

物品章（第 章）では、この章のいかなる規定もバ

ーゼル条約又は関連する他の国際協定を締結している

締約国がこれらの国際約束に従って自国の法令に基づ

く有害廃棄物又は有害物質に関する措置を採用・実施

することを妨げるものと解してはならないことを規定

している（第 条）。また、任意規格、強制規格及び

適合性評価手続章（第 章）では、同章の一般的例外

として、この章のいかなる規定も環境の保全のために

必要な限度において、任意規格及び強制規格の立案・

制定・適用する締約国の権利を制限するものではない

ことを規定し（第 条）、協力章（第 章）では、協

力の分野として環境を明記している（第 条（ ））。

⑩日ベトナム

任意規格、強制規格及び適合性評価手続章（第 章）

では、同章の一般的例外として、自国が適切と考える

環境規制は妨げられない旨を規定している（第 条）。

協力章（第 章）では、協力の分野として環境を明記

しており、実施取極第 章において、環境分野におけ

る協力の範囲やその形態を規定している。

⑪日スイス

総則章（第 章）では、環境保護と開発の目標達成

のための製品、技術を普及するために環境物品及び環

境サービスの貿易を促進することとしている（第 条）。

投資章（第 章）では、投資を促進するために健康、

安全、環境規制を緩和することは不適当である旨を規

定している（第 条）。

⑫日インド

総則（第 章）で、我が方からの要望により，両締

約国が環境保護に取り組む旨の独立の条文を設けた

（第 条）。投資章（第 章）では、投資を促進する

ために環境規制を緩和することは不適当である旨を規

定している（第 条）。また、協力章（第 章）で

は、協力の分野として環境を明記しており（第 条）、

その範囲及び形態については実施取極で定めることが

できるとしている。

⑬日ペルー

前文で、環境の保護及び保全に適合した方法で協定

を実施することを決意しているほか、政府調達章（第

章）において、各締約国は、環境を保護するために、

技術仕様を立案し、制定し、又は適用することができ

る旨を規定している。さらに、協力章（第 章）では、

協力の分野として環境を明記しており、実施取極第

章第 条において、環境分野における協力の範囲や

その形態を規定している。また、協定の署名に際し、

貿易と環境に関する共同声明を発表し、生物多様性条

約及び気候変動枠組条約や、持続可能な森林経営の重

要性を再確認し、貿易と環境の分野において協力する

こと等を確認している。

⑭日豪

投資章（第 章）において、同章の一般的例外とし

て、「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のため

に必要な措置」に関し、環境に関する措置であって、

人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要

なものを含むと規定されている他、政府調達章（第

章）において、締約国は、天然資源の保全を促進し、

又は環境を保護するために、技術仕様を立案し、制定

し、又は適用することができる旨を規定している。

⑮日モンゴル

投資章（第 章）において、それぞれ自国の環境に

関する措置の緩和を通じて投資を奨励することを差し

第 部 経済連携協定・投資協定

①日シンガポール

環境に関連する規定は、相互承認章（第 章）にお

いて、同章の一般的例外として、自国が適切と考える

環境規制をとることは妨げられない旨を規定している

（第 条）。実施取極第 条において、科学技術に

関する協力分野として環境を明記している。

②日メキシコ

投資章（第 章）では、（ ）

禁止の条文において、技術移転要求禁止のうち、一般

的な環境規制を充たすような技術の使用を義務づける

ことは違反ではないとし（第 条 （ ））、また、環

境規制を緩和することで投資を促進してはいけないこ

と（第 条）、投資家対国家仲裁において環境につい

て専門家の鑑定書を要請できること（第 条）を規定

している。協力章（第 章）では、環境に関する協力

を行う旨を規定している。協力には、情報交換、能力

向上、環境物品・サービスの貿易促進などを含むこと

ができるとしている。また、協定の実施及び運用章（第

章）では、環境保全のための緊急の措置の場合に、

パブリックコメントの手続を不要とする旨を規定して

いる（第 条）。

③日マレーシア

環境関連規定は つのみである。 つは、投資章（第

章）において、環境規制を緩和することで投資を誘

致しない旨の規定であり（第 条）、もう つは、協

力章（第 章）において、協力分野として環境を明記

している（第 条（ ））。

④日フィリピン

物品章（第 章）で、環境規格メカニズムの活用に

ついての両国の協力を規定しているほか（第 条）、

協力章（第 章）では、協力分野として（エネルギー

及び）環境を明記している（第 条（ ））。また、

相互承認章（第 章）では、同章の一般的例外として、

自国が適切と考える環境規制をとることは妨げられな

い旨を規定しており（第 条）、投資章（第 章）で

は、環境規制を緩和することで投資を促進してはいけ

ない旨を規定している（第 条）。また、外務大臣

間で書簡を交換し、バーゼル条約に従って、両国の国

内法で定められ、また禁止される有害廃棄物は、日本

からフィリピンに輸出されないこと、及び日比経済連

携協定における関連条文が、両国の既存の及び将来の

法令や規則の下でのそのような措置の採用や実施を妨

げないことを確認した。

⑤日チリ

前文で、経済的開発、社会的開発及び環境保護が相

互に依存しており、かつ、持続可能な開発に関する相

互に補強しあう柱であること並びに戦略的な経済上の

連携が持続可能な開発を促進する上で重要な役割を果

たすことができることを確認している。また、投資章

（第 章）で、環境規制を緩和することにより投資を

促進しないこと（第 条）を規定している。更に、協

定の署名に際し、環境について政治宣言を採択し、高

いレベルの環境保護を追求する意図の確認、世論啓発

を行うこと、クリーン開発メカニズム（ ）での協力

等を宣言している。

⑥日タイ

相互承認章（第 章）で、同章の一般的例外として、

自国が適切と考える環境規制は妨げられない旨を規定

している（第 条）。また、投資章（第 章）では、

環境規制を緩和することで投資を促進しない旨を規定

している（第 条）。更に、協力章（第 章）では、

協力の分野として環境を明記し（第 条（ ））、署

名の際の政治宣言には、科学技術・エネルギー・環境

分野での協力の促進が明記されている。実施取極第

章では、環境協力の内容や、科学技術・エネルギー・

環境分野の協力に関する小委員会を設置することなど

を規定している。また、外務大臣間で書簡を交換し、

バーゼル条約の権利義務を確認し、バーゼル条約に従

って有害廃棄物の輸出入を厳格に規制すること、関税

撤廃にかかわらず、バーゼル条約に従って有害廃棄物

の輸出入に関する措置を適用することができること、

また、環境保護のために協力する旨を再確認している。

⑦日ブルネイ

前文で、経済発展、社会発展、環境保護が相互依存

であり、持続可能な開発を相互に補強する要素であり、

経済連携が持続可能な発展の促進において重要な役割

を持つことを認めている。また、投資章（第 章）で

は、投資を促進するために環境規制を緩和しない旨を

規定し（第 条）、エネルギー章（第 章）では、エ

ネルギーに関する活動の環境への悪影響を最小限とす

る努力義務、エネルギー政策の実施・形成過程におい

て環境を考慮する義務、知的財産権の十分かつ効率的
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第８章 エネルギー、環境、労働

パネルが設置される（第 条）。また、米シンガポー

ル、米チリ、米豪州、米バーレーン、米モロッコ、米

韓など近年のものにも、環境問題に関する協力を促進

し、国内の環境法令の執行を監視するための組織的枠

組みが設けられている。

② の取組

が結ぶ地域貿易協定では、 運営条約 条に定

められる環境統合原則及び 条約第 条 項に規定

される対外関係における目的規定に基づき、持続可能

な発展の促進及び確保のために、環境協力の原則と範

囲が分野横断的なテーマとして定められている。例え

ば、 チリ協定では、環境協力の目的は、環境の保護

及び改善、天然資源と生態系の汚染及び悪化の防止、

持続的開発のための生態系の有効活用であり、これに

関連して、貧困と環境の関係、経済活動の環境への影

響、環境問題と土地利用管理、チリの環境体制や政策

を強化するための試み、環境の標準・モデル・訓練・

教育などの分野における情報・技術・経験の交換、国

民をより関与させるための環境教育や環境訓練、技術

支援や合同地域調査プログラムが特に重要であるとし

ている（第 条）。

韓国協定、 カナダ包括的経済貿易協定（ ）、

及び 日本の 、また、交渉が終了している ベ

トナム協定及び シンガポール協定では高い環境保

護水準の追求、多国間環境条約の遵守、環境物品・サ

ービスに対する貿易投資促進、環境法の執行、環境規

制緩和の禁止、環境分野での協力などについて規定し

ている。

特に、近年 が締結した協定及び交渉中の協定に

おいては、環境及び持続可能な開発に関する独立章を

設けている。これらの章に規定されている条項に関し

て協定国間に意見の相違や違反が申し立てられた際は、

同章内に規定される協議メカニズムや専門家パネルへ

の問題の付託等、独自の紛争解決規律によって、解決

がなされることとなっている。

③その他の国の取組

カナダは、 のモデルに従ってチリやコスタリ

カと協定を結んでいる。また、環太平洋戦略的経済連

携協定（ ：ブルネイ、チリ、シンガポール、ニュー

ジーランドの か国による経済連携協定）は、補完協

定として環境協力協定（

）を持つ。

さらに、メルコスールでは、国際環境条約の履行に係

る協力を行うことを規定している（第 条）。

労働

（１）ルールの背景

労働に関しても、 において関連の規定を設

ける例が増えている。環境問題と同様の経済的背景が

労働問題に対する各国の意識の高まりにもつながって

いるものと考えられる。すなわち、第一に、相手方当

事国において労働規制を遵守している自国産業が競争

上不利になり、結果的に労働規制の緩和合戦が起こる

のではないか（“ ”「底辺への競

争」）との懸念に対応するため、労働規制を緩和する

ことによって投資を誘致（又は貿易を促進）すること

は適切でない旨を確認する規定が置かれることが多い。

また第二に、 相手国内で各企業による規制の

遵守状況に差があるような場合について、環境問題と

同様、労働問題についても、こうした差をなくすこと

によって、公平な競争環境を整備しようとする狙いを

背景とする規定が置かれる場合がある。特に、現地資

本企業が労働規制を十分に遵守していないにもかかわ

らず、外国資本企業はコンプライアンスや企業の社会

的責任の観点から当該労働規制を遵守しているような

場合には、労働規制の実効的なエンフォースメントを

確保することが、公平な競争環境の整備につながるで

あろう。

このように、類似する経済的背景を有する環境と労

働の問題については、米国やＥＵなどの では「持

続可能な開発」（ ）として同

じ章の中で一体として扱われ、特に紛争処理等につい

て、後述（⑶各国の における労働の取組参照）の

ように他の分野とは異なる独自の手続きを設けること

がある。

第 部 経済連携協定・投資協定

控える旨を規定している。また、協力章（第 章）に

おいて、協力の分野として環境を明記し（第 条）、

実施取極第 条では、環境分野における協力の範

囲やその形態を規定している。

⑯

我が国がこれまでに締結した において初めて環

境章が独立の章として設けられた。相互に補完的な貿

易及び環境に関する政策の促進、高い水準の環境の保

護及び効果的な環境法令の執行の促進のほか、貿易に

関連する環境問題に対処するための締約国の能力を高

めることを目的として、環境に関する多数国間の協定

（ ）の約束の確認及び更なる協力のためのルール、

漁業の保存及び持続可能な管理に関するルール等につ

いて規定しているところが特徴となっている。また紛

争解決手続として、段階の協議（ 条～ 条）

が設けられ、問題が解決されない場合には の紛争

解決章が適用されることとなっている。

⑰日

年 月 日に発効した における貿易と持続

可能な開発章（第 章）において、貿易又は投資に影

響を及ぼす態様による環境（及び労働）関係法令から

の逸脱の禁止、環境（及び労働）に関する国際約束の

重要性の確認、環境技術の促進等における日 間で

の協力促進について規定されている。また、同章にお

いて市民社会との対話が明示的に規定されていること

が注目される。

また、本分野において両締結者で意見の相違がある

場合には、本協定の紛争解決手続き（第 章）は適用

されず、まずは政府間協議の実施、そして同協議によ

り解決が得られない場合には、貿易及び持続可能な開

発に関する委員会の開催、さらに両締結者が満足すべ

き解決に至らなかった場合には、専門家パネルの招集

を要請できる旨規定している。なお、持続可能な開発

章において市民社会も紛争解決手続に関与できる旨が

規定されている。

⑱エネルギー憲章条約

ではないが、エネルギー資源の移動と投資保護

についての国際条約であるエネルギー憲章条約では、

経済効率的な態様で環境への悪影響を最小限に抑える

努力義務を規定するとともに、汚染者負担の原則（汚

染者が汚染によるコストを負担すべきとの原則）を確

認した上で、締約国（または、当事者）の義務として、

エネルギー政策全般を通して環境に配慮すること、市

場経済に根付いた価格形成と環境への便益負担の十分

な反映を促進すること、国際環境基準の分野における

協力、エネルギー効率の改善や再生可能エネルギー資

源等に特に留意すること、環境意識の啓発、早期段階

での透明な環境アセスの促進等を詳細に列記している

（第 条第 項）。また、当該条文の解釈・適用に関

する紛争について、他に適切な国際的な対話の場がな

い場合に限り、締約国の要請に基づき、憲章会議で解

決に向けた検討をすることができるとしている（第

条第 項）。

（３）各国の における環境の

取組

他国が結んでいる の中には、環境保護のた

めにより積極的な取組をしているものがある。

①米国の取組

米国が結んだ多くの貿易協定に独立した環境章が

立てられている。例えば、 の環境協定（

）は、定期的に環境

報告を公表する義務（第 条）や、国内法制によって

高い環境保護水準を確保し、その向上に向けて継続的

に努力すること（第 条）、法律等の公開（第 条）、

環境法制の有効な履行確保（第 条）等が規定されて

いる。また、理事会、事務局、合同小委員会で構成さ

れる環境協力委員会（ ）を設置しており（第

条）、事務局は、理事会の指示に従って環境協力委

員会の年次報告書を作成する他（第 条）、自主発案

の報告書を作成することができるとしている（第

条）。また、非政府組織や個人からの、環境法制の有

効な履行確保を怠っているとの指摘を受け、事実報告

書を作成することになっている。当該報告書は理事会

の決定に従って公表される（第 条）。各締約国は、

他の締約国が環境法制の有効な履行確保の義務を怠っ

ている場合、協議を求めることができる（第 条）。

協議では解決しなかった場合、環境法制の履行確保の

欠如が、締約国間で取引される物やサービスを提供す

る工場や企業を巻き込む状況に関係する場合に限り、
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パネルが設置される（第 条）。また、米シンガポー

ル、米チリ、米豪州、米バーレーン、米モロッコ、米

韓など近年のものにも、環境問題に関する協力を促進

し、国内の環境法令の執行を監視するための組織的枠

組みが設けられている。

② の取組

が結ぶ地域貿易協定では、 運営条約 条に定

められる環境統合原則及び 条約第 条 項に規定

される対外関係における目的規定に基づき、持続可能

な発展の促進及び確保のために、環境協力の原則と範

囲が分野横断的なテーマとして定められている。例え

ば、 チリ協定では、環境協力の目的は、環境の保護

及び改善、天然資源と生態系の汚染及び悪化の防止、

持続的開発のための生態系の有効活用であり、これに

関連して、貧困と環境の関係、経済活動の環境への影

響、環境問題と土地利用管理、チリの環境体制や政策

を強化するための試み、環境の標準・モデル・訓練・

教育などの分野における情報・技術・経験の交換、国

民をより関与させるための環境教育や環境訓練、技術

支援や合同地域調査プログラムが特に重要であるとし

ている（第 条）。

韓国協定、 カナダ包括的経済貿易協定（ ）、

及び 日本の 、また、交渉が終了している ベ

トナム協定及び シンガポール協定では高い環境保

護水準の追求、多国間環境条約の遵守、環境物品・サ

ービスに対する貿易投資促進、環境法の執行、環境規

制緩和の禁止、環境分野での協力などについて規定し

ている。

特に、近年 が締結した協定及び交渉中の協定に

おいては、環境及び持続可能な開発に関する独立章を

設けている。これらの章に規定されている条項に関し

て協定国間に意見の相違や違反が申し立てられた際は、

同章内に規定される協議メカニズムや専門家パネルへ

の問題の付託等、独自の紛争解決規律によって、解決

がなされることとなっている。

③その他の国の取組

カナダは、 のモデルに従ってチリやコスタリ

カと協定を結んでいる。また、環太平洋戦略的経済連

携協定（ ：ブルネイ、チリ、シンガポール、ニュー

ジーランドの か国による経済連携協定）は、補完協

定として環境協力協定（

）を持つ。

さらに、メルコスールでは、国際環境条約の履行に係

る協力を行うことを規定している（第 条）。

労働

（１）ルールの背景

労働に関しても、 において関連の規定を設

ける例が増えている。環境問題と同様の経済的背景が

労働問題に対する各国の意識の高まりにもつながって

いるものと考えられる。すなわち、第一に、相手方当

事国において労働規制を遵守している自国産業が競争

上不利になり、結果的に労働規制の緩和合戦が起こる

のではないか（“ ”「底辺への競

争」）との懸念に対応するため、労働規制を緩和する

ことによって投資を誘致（又は貿易を促進）すること

は適切でない旨を確認する規定が置かれることが多い。

また第二に、 相手国内で各企業による規制の

遵守状況に差があるような場合について、環境問題と

同様、労働問題についても、こうした差をなくすこと

によって、公平な競争環境を整備しようとする狙いを

背景とする規定が置かれる場合がある。特に、現地資

本企業が労働規制を十分に遵守していないにもかかわ

らず、外国資本企業はコンプライアンスや企業の社会

的責任の観点から当該労働規制を遵守しているような

場合には、労働規制の実効的なエンフォースメントを

確保することが、公平な競争環境の整備につながるで

あろう。

このように、類似する経済的背景を有する環境と労

働の問題については、米国やＥＵなどの では「持

続可能な開発」（ ）として同

じ章の中で一体として扱われ、特に紛争処理等につい

て、後述（⑶各国の における労働の取組参照）の

ように他の分野とは異なる独自の手続きを設けること

がある。

第 部 経済連携協定・投資協定

控える旨を規定している。また、協力章（第 章）に

おいて、協力の分野として環境を明記し（第 条）、

実施取極第 条では、環境分野における協力の範

囲やその形態を規定している。

⑯

我が国がこれまでに締結した において初めて環

境章が独立の章として設けられた。相互に補完的な貿

易及び環境に関する政策の促進、高い水準の環境の保

護及び効果的な環境法令の執行の促進のほか、貿易に

関連する環境問題に対処するための締約国の能力を高

めることを目的として、環境に関する多数国間の協定

（ ）の約束の確認及び更なる協力のためのルール、

漁業の保存及び持続可能な管理に関するルール等につ

いて規定しているところが特徴となっている。また紛

争解決手続として、段階の協議（ 条～ 条）

が設けられ、問題が解決されない場合には の紛争

解決章が適用されることとなっている。

⑰日

年 月 日に発効した における貿易と持続

可能な開発章（第 章）において、貿易又は投資に影

響を及ぼす態様による環境（及び労働）関係法令から

の逸脱の禁止、環境（及び労働）に関する国際約束の

重要性の確認、環境技術の促進等における日 間で

の協力促進について規定されている。また、同章にお

いて市民社会との対話が明示的に規定されていること

が注目される。

また、本分野において両締結者で意見の相違がある

場合には、本協定の紛争解決手続き（第 章）は適用

されず、まずは政府間協議の実施、そして同協議によ

り解決が得られない場合には、貿易及び持続可能な開

発に関する委員会の開催、さらに両締結者が満足すべ

き解決に至らなかった場合には、専門家パネルの招集

を要請できる旨規定している。なお、持続可能な開発

章において市民社会も紛争解決手続に関与できる旨が

規定されている。

⑱エネルギー憲章条約

ではないが、エネルギー資源の移動と投資保護

についての国際条約であるエネルギー憲章条約では、

経済効率的な態様で環境への悪影響を最小限に抑える

努力義務を規定するとともに、汚染者負担の原則（汚

染者が汚染によるコストを負担すべきとの原則）を確

認した上で、締約国（または、当事者）の義務として、

エネルギー政策全般を通して環境に配慮すること、市

場経済に根付いた価格形成と環境への便益負担の十分

な反映を促進すること、国際環境基準の分野における

協力、エネルギー効率の改善や再生可能エネルギー資

源等に特に留意すること、環境意識の啓発、早期段階

での透明な環境アセスの促進等を詳細に列記している

（第 条第 項）。また、当該条文の解釈・適用に関

する紛争について、他に適切な国際的な対話の場がな

い場合に限り、締約国の要請に基づき、憲章会議で解

決に向けた検討をすることができるとしている（第

条第 項）。

（３）各国の における環境の

取組

他国が結んでいる の中には、環境保護のた

めにより積極的な取組をしているものがある。

①米国の取組

米国が結んだ多くの貿易協定に独立した環境章が

立てられている。例えば、 の環境協定（

）は、定期的に環境

報告を公表する義務（第 条）や、国内法制によって

高い環境保護水準を確保し、その向上に向けて継続的

に努力すること（第 条）、法律等の公開（第 条）、

環境法制の有効な履行確保（第 条）等が規定されて

いる。また、理事会、事務局、合同小委員会で構成さ

れる環境協力委員会（ ）を設置しており（第

条）、事務局は、理事会の指示に従って環境協力委

員会の年次報告書を作成する他（第 条）、自主発案

の報告書を作成することができるとしている（第

条）。また、非政府組織や個人からの、環境法制の有

効な履行確保を怠っているとの指摘を受け、事実報告

書を作成することになっている。当該報告書は理事会

の決定に従って公表される（第 条）。各締約国は、

他の締約国が環境法制の有効な履行確保の義務を怠っ

ている場合、協議を求めることができる（第 条）。

協議では解決しなかった場合、環境法制の履行確保の

欠如が、締約国間で取引される物やサービスを提供す

る工場や企業を巻き込む状況に関係する場合に限り、
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第８章 エネルギー、環境、労働

約束を行った分野において、特定のサービス分野にお

ける雇用総数を制限してはならない旨規定している

（第 条第 項（ ））。また、人の移動章において、

人の移動章の規定が、雇用市場へ参入しようとする者

に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 条第 項）。

⑦日ブルネイ

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、サービス貿易の市場アクセスに係る

約束を行った分野において、特定のサービス分野にお

ける雇用総数を制限してはならない旨規定している

（第 条第 項（ ））。

⑧日インドネシア

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、サービス貿易の市場アクセスに係る

約束を行った分野において、特定のサービス分野にお

ける雇用総数を制限してはならない旨規定している

（第 条第 項（ ））。また、人の移動章において、

人の移動章の規定が、雇用市場へ参入しようとする者

に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 条第 項）。

⑨日ベトナム

サービス章においては、 における原則を踏襲す

る形で、雇用市場へ参入しようとする自然人すなわち

労働力の提供そのものは「サービス」とは捉えず、よ

ってそのような自然人に影響を及ぼす措置や永続的な

国籍・居住・雇用に関する措置にはサービス章の規定

が適用されないと規定している（第 条 項（ ））。

また、サービス貿易の市場アクセス義務に関する約束

を行った分野において、特定のサービス分野における

雇用総数を制限してはならない旨規定している（第

条第 項（ ））。また人の移動章においても、雇用市

場へ参入しようとする自然人に影響を及ぼす措置や永

続的な国籍・居住・雇用に関する措置には人の移動章

の規定が適用されないと規定している（第 条第

項）。

⑩日スイス

投資章において、国内の労働基準を緩和することに

より投資を促進することは適切でないとしている。サ

ービス章においては、 の原則を踏襲する形で、雇

用市場へ参入しようとする自然人すなわち労働力の提

供そのものは「サービス」とは捉えず、よってそのよ

うな自然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・居住・

雇用に関する措置にはサービス章の規定が適用されな

いと規定している（第 条第 項）。また、サービス

貿易の市場アクセス義務に関し留保をしていない分野

において、特定のサービス分野における雇用総数を制

限してはならない旨規定している（第 条 項（ ））。

また人の移動章においても、雇用市場へ参入しようと

する自然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・市民

権・居住・雇用に関する措置には人の移動章の規定が

適用されないと規定し（第 条第 項）、かつ人の移

動章は各締約国における国内労働力と永続的雇用を保

護する必要性を反映したものであるとの原則が提示さ

れている（第 条第 項）。

⑪日インド

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、人の移動章においても、雇用市場へ

参入しようとする自然人に影響を及ぼす措置や永続的

な国籍・居住・雇用に関する措置には人の移動章の規

定が適用されないと規定している（第 条第 項）。

⑫日ペルー

サービス章において、サービス章の規定が、一方の

締約国の雇用市場への進出を求める他方の締約国の国

民又は一方の締約国において永続的に雇用される他方

の締約国の国民に関し、一方の締約国に対し、いかな

る義務をも課するものではなく、また、雇用市場への

進出又は雇用に関し、当該国民に対し、いかなる権利

をも与えるものではない旨規定している（第 条第

項）。また、同じくサービス章の第 条（ ）では、

特定のサービス分野において雇用され、又はサービス

提供者が雇用する自然人であって、特定のサービスの

提供に必要であり、かつ、当該提供に直接関係するも

のの総数の制限となる措置を維持・採用してはならな

い旨、規定している。

また、商用目的での入国及び一時的滞在を定めた章

第 部 経済連携協定・投資協定

（２）法的規律の概要

上記のような問題関心から、労働規制の緩和による

投資誘致が適切でない旨を確認する規定や、労働者保

護の促進を求める規定が に置かれるようにな

っている。特に次節（３）で紹介するように、米国や

が結ぶ には、労働者権利の保護や強化を求

める条文が規定されている。

以下では、日本が結んだ各 について労働関連の

規定を紹介する。日本の場合、投資章、サービス章、

政府調達章に労働関連の規定がみられることが多い。

これまで締結した では、例えば、労働規制の緩和

による投資誘致が適切でない旨を確認する規定が、日

フィリピン 、日スイス 及び日モンゴル に

置かれている。そのほかの労働関連規定は、 の規

律が各国の刑務所労働などの労働関連措置の適用を妨

げないこと、サービス章での規定は雇用市場へ参入し

ようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関す

る措置には適用されないこと、サービス分野における

雇用総数を制限しないこと等を求める定め等がある。

そして、 協定においては、我が国の で初めて

独立した労働章が設けられた。

①日シンガポール

物品貿易章において、恣意的な差別や隠された貿易

制限となるようなものを除き、同章の規定が刑務所労

働の産品に関する措置の適用を妨げるものではない旨

を規定するとともに（第 条第 項（ ））、投資章

でも同様に投資章の規定が刑務所労働に関する措置の

適用を妨げない旨を規定している（第 条第 項（ ））。

②日メキシコ

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定している

（第 条第 項（ ））。商用目的での入国及び一時

的滞在を定めた章の規定において、この章の規定が、

両国の労働力及び永続的な雇用を保護する必要性を反

映する旨規定し（第 条第 項）、雇用市場へ参入

しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関

する措置には適用されない旨を規定している（第

条第 項）。政府調達章の規定において、政府調達章

の規定が、刑務所労働の産品・サービスに係る措置の

適用を妨げない旨を規定している（第 条第 項

（ ））。また、協力を進めるべき分野として、技術・

職業の教育訓練についてのベストプラクティスに関す

る情報交換を挙げ、労働政策を含むとしている（第

条（ ））。

③日マレーシア

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定している

（第 条第 項（ ））。

④日フィリピン

投資章において、投資と労働に関する規定を設けて

いる。労働規制を緩和することにより投資を促進する

ことは適切でないとし、結社の権利、団結権及び団体

交渉権、児童及び若年層の労働に関する保護、最低賃

金・労働時間並びに職業上の安全及び健康に関して受

入可能な労働条件といった、国際的に認められた労働

者の権利を弱めるような措置をとらないよう努力する

義務を規定している。また、仮にそのような投資促進

措置がとられていると考えられる場合には、協議を要

請することができることとしている（第 条）。

⑤日チリ

サービス章、金融サービス章において、これらの章

の規定が、雇用市場へ参入しようとする者に影響を及

ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適用されない

旨を規定している（第 条第 項（ ）、第 条第

項（ ））。また、商用目的での入国及び一時的滞在

を定めた章の規定において、この章の規定が、両国の

労働力及び永続的な雇用を保護する必要性を反映する

旨規定し（第 条第 項）、雇用市場へ参入しよう

とする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措

置には適用されない旨を規定している（第 条第

項）。政府調達章においては、刑務所労働の産品・サ

ービスに係る措置の適用を妨げない旨を規定している

（第 条（ ））。

⑥日タイ

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、サービス貿易の市場アクセスに係る
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第８章 エネルギー、環境、労働

約束を行った分野において、特定のサービス分野にお

ける雇用総数を制限してはならない旨規定している

（第 条第 項（ ））。また、人の移動章において、

人の移動章の規定が、雇用市場へ参入しようとする者

に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 条第 項）。

⑦日ブルネイ

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、サービス貿易の市場アクセスに係る

約束を行った分野において、特定のサービス分野にお

ける雇用総数を制限してはならない旨規定している

（第 条第 項（ ））。

⑧日インドネシア

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、サービス貿易の市場アクセスに係る

約束を行った分野において、特定のサービス分野にお

ける雇用総数を制限してはならない旨規定している

（第 条第 項（ ））。また、人の移動章において、

人の移動章の規定が、雇用市場へ参入しようとする者

に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 条第 項）。

⑨日ベトナム

サービス章においては、 における原則を踏襲す

る形で、雇用市場へ参入しようとする自然人すなわち

労働力の提供そのものは「サービス」とは捉えず、よ

ってそのような自然人に影響を及ぼす措置や永続的な

国籍・居住・雇用に関する措置にはサービス章の規定

が適用されないと規定している（第 条 項（ ））。

また、サービス貿易の市場アクセス義務に関する約束

を行った分野において、特定のサービス分野における

雇用総数を制限してはならない旨規定している（第

条第 項（ ））。また人の移動章においても、雇用市

場へ参入しようとする自然人に影響を及ぼす措置や永

続的な国籍・居住・雇用に関する措置には人の移動章

の規定が適用されないと規定している（第 条第

項）。

⑩日スイス

投資章において、国内の労働基準を緩和することに

より投資を促進することは適切でないとしている。サ

ービス章においては、 の原則を踏襲する形で、雇

用市場へ参入しようとする自然人すなわち労働力の提

供そのものは「サービス」とは捉えず、よってそのよ

うな自然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・居住・

雇用に関する措置にはサービス章の規定が適用されな

いと規定している（第 条第 項）。また、サービス

貿易の市場アクセス義務に関し留保をしていない分野

において、特定のサービス分野における雇用総数を制

限してはならない旨規定している（第 条 項（ ））。

また人の移動章においても、雇用市場へ参入しようと

する自然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・市民

権・居住・雇用に関する措置には人の移動章の規定が

適用されないと規定し（第 条第 項）、かつ人の移

動章は各締約国における国内労働力と永続的雇用を保

護する必要性を反映したものであるとの原則が提示さ

れている（第 条第 項）。

⑪日インド

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、人の移動章においても、雇用市場へ

参入しようとする自然人に影響を及ぼす措置や永続的

な国籍・居住・雇用に関する措置には人の移動章の規

定が適用されないと規定している（第 条第 項）。

⑫日ペルー

サービス章において、サービス章の規定が、一方の

締約国の雇用市場への進出を求める他方の締約国の国

民又は一方の締約国において永続的に雇用される他方

の締約国の国民に関し、一方の締約国に対し、いかな

る義務をも課するものではなく、また、雇用市場への

進出又は雇用に関し、当該国民に対し、いかなる権利

をも与えるものではない旨規定している（第 条第

項）。また、同じくサービス章の第 条（ ）では、

特定のサービス分野において雇用され、又はサービス

提供者が雇用する自然人であって、特定のサービスの

提供に必要であり、かつ、当該提供に直接関係するも

のの総数の制限となる措置を維持・採用してはならな

い旨、規定している。

また、商用目的での入国及び一時的滞在を定めた章

第 部 経済連携協定・投資協定

（２）法的規律の概要

上記のような問題関心から、労働規制の緩和による

投資誘致が適切でない旨を確認する規定や、労働者保

護の促進を求める規定が に置かれるようにな

っている。特に次節（３）で紹介するように、米国や

が結ぶ には、労働者権利の保護や強化を求

める条文が規定されている。

以下では、日本が結んだ各 について労働関連の

規定を紹介する。日本の場合、投資章、サービス章、

政府調達章に労働関連の規定がみられることが多い。

これまで締結した では、例えば、労働規制の緩和

による投資誘致が適切でない旨を確認する規定が、日

フィリピン 、日スイス 及び日モンゴル に

置かれている。そのほかの労働関連規定は、 の規

律が各国の刑務所労働などの労働関連措置の適用を妨

げないこと、サービス章での規定は雇用市場へ参入し

ようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関す

る措置には適用されないこと、サービス分野における

雇用総数を制限しないこと等を求める定め等がある。

そして、 協定においては、我が国の で初めて

独立した労働章が設けられた。

①日シンガポール

物品貿易章において、恣意的な差別や隠された貿易

制限となるようなものを除き、同章の規定が刑務所労

働の産品に関する措置の適用を妨げるものではない旨

を規定するとともに（第 条第 項（ ））、投資章

でも同様に投資章の規定が刑務所労働に関する措置の

適用を妨げない旨を規定している（第 条第 項（ ））。

②日メキシコ

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定している

（第 条第 項（ ））。商用目的での入国及び一時

的滞在を定めた章の規定において、この章の規定が、

両国の労働力及び永続的な雇用を保護する必要性を反

映する旨規定し（第 条第 項）、雇用市場へ参入

しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関

する措置には適用されない旨を規定している（第

条第 項）。政府調達章の規定において、政府調達章

の規定が、刑務所労働の産品・サービスに係る措置の

適用を妨げない旨を規定している（第 条第 項

（ ））。また、協力を進めるべき分野として、技術・

職業の教育訓練についてのベストプラクティスに関す

る情報交換を挙げ、労働政策を含むとしている（第

条（ ））。

③日マレーシア

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定している

（第 条第 項（ ））。

④日フィリピン

投資章において、投資と労働に関する規定を設けて

いる。労働規制を緩和することにより投資を促進する

ことは適切でないとし、結社の権利、団結権及び団体

交渉権、児童及び若年層の労働に関する保護、最低賃

金・労働時間並びに職業上の安全及び健康に関して受

入可能な労働条件といった、国際的に認められた労働

者の権利を弱めるような措置をとらないよう努力する

義務を規定している。また、仮にそのような投資促進

措置がとられていると考えられる場合には、協議を要

請することができることとしている（第 条）。

⑤日チリ

サービス章、金融サービス章において、これらの章

の規定が、雇用市場へ参入しようとする者に影響を及

ぼす措置や恒常的雇用に関する措置には適用されない

旨を規定している（第 条第 項（ ）、第 条第

項（ ））。また、商用目的での入国及び一時的滞在

を定めた章の規定において、この章の規定が、両国の

労働力及び永続的な雇用を保護する必要性を反映する

旨規定し（第 条第 項）、雇用市場へ参入しよう

とする者に影響を及ぼす措置や恒常的雇用に関する措

置には適用されない旨を規定している（第 条第

項）。政府調達章においては、刑務所労働の産品・サ

ービスに係る措置の適用を妨げない旨を規定している

（第 条（ ））。

⑥日タイ

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定し（第

条第 項（ ））、サービス貿易の市場アクセスに係る
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第８章 エネルギー、環境、労働

）強制労働の禁止、 ）年少者労働の禁止、 ）雇用最

低基準、 ）労働差別の撤廃、 ）男女給与均等化、 ）

労働災害の防止、 ）労働災害に対する補償、 ）移

民労働者の保護等の労働原則の実現を促進する。

（ ）協定による一般的義務の確立

その上で、協定は、 ）労働条件・生活水準の向上、

）労働法の実効的適用の促進、 ）協定の原則を促進

するための協力・協調、 ）各国労働法、機構、法体系

の相互理解を促進するための出版・情報交換等の一般

的義務を確立する。

（ ） 「労働に係る協力のための委員会」の設置

また、協定により、閣僚会議、国際調整事務局及び

国内運営事務所からなる「労働に係る協力のための委

員会」が設立される。閣僚会議は、協定実施の監督、

事務局の監視等を行う。国際調整事務局は、常設機関

として、閣僚会議への技術的援助等を行うほか、定期

的に報告書を作成して閣僚会議に提出する。国内運営

事務所は、各国に設けられ、情報提供や窓口としての

業務を行う。

（ ）紛争処理の手続

）安全・衛生、幼児労働、最低賃金等の問題に関して

紛争が生じた場合、まず、国内運営事務所を通じた

情報交換等が行われる。その後、閣僚会議が加盟国

（最低 国）の要請により開催され、問題解決のた

めの専門評価委員会が召集される。専門評価委員会

は、当該問題に関する調査を実施し、報告書を作成

して閣僚会議に提出する。当該問題が構造的なもの

で、閣僚会議が解決できない場合は、加盟国（最低

国）の要請により、専門家による仲裁パネルが設

置される。

）仲裁パネルの審査の結果、被提訴国の労働行政が不

十分であると委員会が判断したときは、被提訴国は、

日以内に問題を解決するための行動計画を策定

し合意しなければならない。期限内に合意できない

場合は、更に 日以内にパネルが同行動計画を評

価、又は対案を提示することができる。

）行動計画の実施状況を審査するため、仲裁パネルは

随時会合を開催することができ、行動計画を遵守し

ない被提訴国に対しては、金銭的貢献を課すること

ができる。被提訴国が金銭的貢献を行わず、引き続

き労働行政の実施を怠っているとパネルが判断し

たときは、パネルは、アメリカ及びメキシコについ

ては、支払うべき金額の範囲内（最高 万ドル）

で の恩恵を停止し、一方、カナダについては、

支払いと行動計画の実施を行うようカナダ連邦裁

判所に提訴することができる。

（ｂ）その他の米国の

米ヨルダン は、第 条で労働について規定して

いる。本条は、両国の 加盟国としての義務を再確

認するとともに、団結権、団体交渉権、強制労働の禁

止、児童労働者の最低賃金、最低賃金や労働時間等の

労働環境等の、国際的に認められた労働者の権利が、

国内法で保護されるよう確保する努力義務を定めてい

る（第 項）。また、貿易を促進する目的で国内労働

規制を緩和することが適切でないことを認め、相手国

との貿易を促進するために労働法から逸脱することが

ないことよう確保する努力義務に加え（第 項）、各

国の労働基準が国際的に認められた労働者の権利に合

致するよう確保する努力義務を定めている（第 項）。

更に、労働法を効果的に執行する義務を定めるととも

に（第 項（ ））、資源配分の制約に由来する各国の

裁量の余地を認め（第 項（ ））、また、両国による

合同委員会で協力の機会を検討すべき旨を規定してい

る（第 項）。

その他の米国の でも、労働について同様の条文

を設けている（米シンガポール、米パナマ、米バーレ

ーン、米豪、米チリ、 ‐ 等）。近年締結した米

韓 （ 年 月発効）では、第 章で労働につい

ての規定が設けられており、両国の 加盟国として

の義務の再確認及び遵守（第 条、第 条第

項）、両国間の貿易・投資に影響を与えるため労働規

制を緩和しないこと（第 条第 項）、労働にかか

る協力メカニズム（留保表 ）等が定められている。

② の取組

の では、協力の枠組みによって労働問題に対

処していると言える。例えば、 チリ協定（ 年発

効）では、経済発展と連携した社会的発展の重要性を

認め、雇用の創出と基本的社会権の尊重に優先順位を

与えることとし、特に団結の自由、団体交渉権、差別

の撤廃、強制労働・児童労働の撤廃、男女平等等を担

保する の関連規約を促進するとしている（第 条

第 項）。優先すべき措置として貧困の削減や差別と

の戦いを促進すること、経済的社会的発展過程におけ

第 部 経済連携協定・投資協定

の規定において、この章の規定が、両国の労働力及び

永続的な雇用を保護する必要性を反映する旨規定し

（第 条第 項）、永続的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 条第 項）。政

府調達章においては、刑務所労働による産品・サービ

スに関する措置の適用を妨げない旨を規定している

（第 条第 項）。

⑬日豪

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定している

（第 条第 項（ ））。また、同じくサービス章の

第 条第 項（ ）では、特定のサービス分野におい

て雇用され、又はサービス提供者が雇用する自然人で

あって、特定のサービスの提供に必要であり、かつ、

当該提供に直接関係するものの総数の制限となる措置

を維持・採用してはならない旨、規定している。

また、人の移動章においても、雇用市場へ参入しよ

うとする自然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・

居住・雇用に関する措置には人の移動章の規定が適用

されないと規定している（第 条第 項）。政府調

達章においては、刑務所労働による産品・サービスに

関する措置の適用を妨げない旨を規定している（第

条 項（ ））。

⑭日モンゴル

投資章において、国内の労働基準を緩和することに

より投資を促進することは適切でないとしている（第

条）。また、サービス章において、サービス章の

規定が、雇用市場へ参入しようとする者に影響を及ぼ

す措置や恒常的雇用に関する措置には適用されない旨

を規定している（第 条第 項（ ））とともに、第

条第 項（ ）では、特定のサービス分野において

雇用され、又はサービス提供者が雇用する自然人であ

って、特定のサービスの提供に必要であり、かつ、当

該提供に直接関係するものの総数の制限となる措置を

維持・採用してはならない旨、規定している。

加えて、人の移動章においても、人の移動章の規定

が各締約国の国内労働力及び永続的な雇用を保護する

必要性を反映したものであること（第 条第 項）、

雇用市場へ参入しようとする自然人に影響を及ぼす措

置や永続的な国籍・居住・雇用に関する措置には人の

移動章の規定が適用されないと規定している（第

条第 項）。

⑮

我が国の では初となる独立の労働章が設けられ

た。具体的には、国際的に認められた労働者の権利に

直接関係する締約国の法律等を執行すること、国際労

働機関の 年の労働における基本的な原則及び権

利に関する宣言並びにその実施についての措置（

宣言）に述べられている権利（強制労働の撤廃、児童

労働の廃止、雇用・職業に関する差別の撤廃等）を自

国の法律等において採用し、及び維持すること（第

条）、第 条１に規定する労働者の権利と両

立しない場合等には締約国の貿易又は投資に影響を及

ぼす態様で自国の法律等について免除その他の逸脱措

置をとる等してはならないこと（第 条）、労働法

令についての啓発の促進（第 条）及び公衆の関与

のための枠組み（第 条）、協力に関する原則（第

条）等について規定している。

（３）各国の における労働の取組

①米国の取組

（ ）

本文においては労働政策等に関する規定はな

いが、前文において、本協定が新規の雇用機会を創出

し、労働条件と生活水準を向上するとともに、労働基

本権を保護・強化・実施することを目指すものである

旨を明記している。

の並行労働協定（

）

年 月、北米自由貿易協定（ ）を労働者

保護の面で補完する補完協定の締結がアメリカ、カナ

ダ、メキシコの か国間で合意され、同協定は 年

月 とともに発効した。補完協定の締結は、ア

メリカ労働総同盟・産別労組会議（ ）等が、

により賃金等労働条件の低いメキシコへの工場移転が

進み、厳しい状況にある国内の雇用情勢が更に悪化す

るとして に反対していることに対応したもので

ある。補完協定のうち労働問題に関する規定の概要（原

則的事項）は以下のとおりである。

（ ） 労働原則の実現

米、カナダ、メキシコの 国は、各国の国内法に従

って、）結社の自由、）団体交渉の権利、）スト権、
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）強制労働の禁止、 ）年少者労働の禁止、 ）雇用最

低基準、 ）労働差別の撤廃、 ）男女給与均等化、 ）

労働災害の防止、 ）労働災害に対する補償、 ）移

民労働者の保護等の労働原則の実現を促進する。

（ ）協定による一般的義務の確立

その上で、協定は、 ）労働条件・生活水準の向上、

）労働法の実効的適用の促進、 ）協定の原則を促進

するための協力・協調、 ）各国労働法、機構、法体系

の相互理解を促進するための出版・情報交換等の一般

的義務を確立する。

（ ） 「労働に係る協力のための委員会」の設置

また、協定により、閣僚会議、国際調整事務局及び

国内運営事務所からなる「労働に係る協力のための委

員会」が設立される。閣僚会議は、協定実施の監督、

事務局の監視等を行う。国際調整事務局は、常設機関

として、閣僚会議への技術的援助等を行うほか、定期

的に報告書を作成して閣僚会議に提出する。国内運営

事務所は、各国に設けられ、情報提供や窓口としての

業務を行う。

（ ）紛争処理の手続

）安全・衛生、幼児労働、最低賃金等の問題に関して

紛争が生じた場合、まず、国内運営事務所を通じた

情報交換等が行われる。その後、閣僚会議が加盟国

（最低 国）の要請により開催され、問題解決のた

めの専門評価委員会が召集される。専門評価委員会

は、当該問題に関する調査を実施し、報告書を作成

して閣僚会議に提出する。当該問題が構造的なもの

で、閣僚会議が解決できない場合は、加盟国（最低

国）の要請により、専門家による仲裁パネルが設

置される。

）仲裁パネルの審査の結果、被提訴国の労働行政が不

十分であると委員会が判断したときは、被提訴国は、

日以内に問題を解決するための行動計画を策定

し合意しなければならない。期限内に合意できない

場合は、更に 日以内にパネルが同行動計画を評

価、又は対案を提示することができる。

）行動計画の実施状況を審査するため、仲裁パネルは

随時会合を開催することができ、行動計画を遵守し

ない被提訴国に対しては、金銭的貢献を課すること

ができる。被提訴国が金銭的貢献を行わず、引き続

き労働行政の実施を怠っているとパネルが判断し

たときは、パネルは、アメリカ及びメキシコについ

ては、支払うべき金額の範囲内（最高 万ドル）

で の恩恵を停止し、一方、カナダについては、

支払いと行動計画の実施を行うようカナダ連邦裁

判所に提訴することができる。

（ｂ）その他の米国の

米ヨルダン は、第 条で労働について規定して

いる。本条は、両国の 加盟国としての義務を再確

認するとともに、団結権、団体交渉権、強制労働の禁

止、児童労働者の最低賃金、最低賃金や労働時間等の

労働環境等の、国際的に認められた労働者の権利が、

国内法で保護されるよう確保する努力義務を定めてい

る（第 項）。また、貿易を促進する目的で国内労働

規制を緩和することが適切でないことを認め、相手国

との貿易を促進するために労働法から逸脱することが

ないことよう確保する努力義務に加え（第 項）、各

国の労働基準が国際的に認められた労働者の権利に合

致するよう確保する努力義務を定めている（第 項）。

更に、労働法を効果的に執行する義務を定めるととも

に（第 項（ ））、資源配分の制約に由来する各国の

裁量の余地を認め（第 項（ ））、また、両国による

合同委員会で協力の機会を検討すべき旨を規定してい

る（第 項）。

その他の米国の でも、労働について同様の条文

を設けている（米シンガポール、米パナマ、米バーレ

ーン、米豪、米チリ、 ‐ 等）。近年締結した米

韓 （ 年 月発効）では、第 章で労働につい

ての規定が設けられており、両国の 加盟国として

の義務の再確認及び遵守（第 条、第 条第

項）、両国間の貿易・投資に影響を与えるため労働規

制を緩和しないこと（第 条第 項）、労働にかか

る協力メカニズム（留保表 ）等が定められている。

② の取組

の では、協力の枠組みによって労働問題に対

処していると言える。例えば、 チリ協定（ 年発

効）では、経済発展と連携した社会的発展の重要性を

認め、雇用の創出と基本的社会権の尊重に優先順位を

与えることとし、特に団結の自由、団体交渉権、差別

の撤廃、強制労働・児童労働の撤廃、男女平等等を担

保する の関連規約を促進するとしている（第 条

第 項）。優先すべき措置として貧困の削減や差別と

の戦いを促進すること、経済的社会的発展過程におけ
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の規定において、この章の規定が、両国の労働力及び

永続的な雇用を保護する必要性を反映する旨規定し

（第 条第 項）、永続的雇用に関する措置には適

用されない旨を規定している（第 条第 項）。政

府調達章においては、刑務所労働による産品・サービ

スに関する措置の適用を妨げない旨を規定している

（第 条第 項）。

⑬日豪

サービス章において、サービス章の規定が、雇用市

場へ参入しようとする者に影響を及ぼす措置や恒常的

雇用に関する措置には適用されない旨を規定している

（第 条第 項（ ））。また、同じくサービス章の

第 条第 項（ ）では、特定のサービス分野におい

て雇用され、又はサービス提供者が雇用する自然人で

あって、特定のサービスの提供に必要であり、かつ、

当該提供に直接関係するものの総数の制限となる措置

を維持・採用してはならない旨、規定している。

また、人の移動章においても、雇用市場へ参入しよ

うとする自然人に影響を及ぼす措置や永続的な国籍・

居住・雇用に関する措置には人の移動章の規定が適用

されないと規定している（第 条第 項）。政府調

達章においては、刑務所労働による産品・サービスに

関する措置の適用を妨げない旨を規定している（第

条 項（ ））。

⑭日モンゴル

投資章において、国内の労働基準を緩和することに

より投資を促進することは適切でないとしている（第

条）。また、サービス章において、サービス章の

規定が、雇用市場へ参入しようとする者に影響を及ぼ

す措置や恒常的雇用に関する措置には適用されない旨

を規定している（第 条第 項（ ））とともに、第

条第 項（ ）では、特定のサービス分野において

雇用され、又はサービス提供者が雇用する自然人であ

って、特定のサービスの提供に必要であり、かつ、当

該提供に直接関係するものの総数の制限となる措置を

維持・採用してはならない旨、規定している。

加えて、人の移動章においても、人の移動章の規定

が各締約国の国内労働力及び永続的な雇用を保護する

必要性を反映したものであること（第 条第 項）、

雇用市場へ参入しようとする自然人に影響を及ぼす措

置や永続的な国籍・居住・雇用に関する措置には人の

移動章の規定が適用されないと規定している（第

条第 項）。

⑮

我が国の では初となる独立の労働章が設けられ

た。具体的には、国際的に認められた労働者の権利に

直接関係する締約国の法律等を執行すること、国際労

働機関の 年の労働における基本的な原則及び権

利に関する宣言並びにその実施についての措置（

宣言）に述べられている権利（強制労働の撤廃、児童

労働の廃止、雇用・職業に関する差別の撤廃等）を自

国の法律等において採用し、及び維持すること（第

条）、第 条１に規定する労働者の権利と両

立しない場合等には締約国の貿易又は投資に影響を及

ぼす態様で自国の法律等について免除その他の逸脱措

置をとる等してはならないこと（第 条）、労働法

令についての啓発の促進（第 条）及び公衆の関与

のための枠組み（第 条）、協力に関する原則（第

条）等について規定している。

（３）各国の における労働の取組

①米国の取組

（ ）

本文においては労働政策等に関する規定はな

いが、前文において、本協定が新規の雇用機会を創出

し、労働条件と生活水準を向上するとともに、労働基

本権を保護・強化・実施することを目指すものである

旨を明記している。

の並行労働協定（

）

年 月、北米自由貿易協定（ ）を労働者

保護の面で補完する補完協定の締結がアメリカ、カナ

ダ、メキシコの か国間で合意され、同協定は 年

月 とともに発効した。補完協定の締結は、ア

メリカ労働総同盟・産別労組会議（ ）等が、

により賃金等労働条件の低いメキシコへの工場移転が

進み、厳しい状況にある国内の雇用情勢が更に悪化す

るとして に反対していることに対応したもので

ある。補完協定のうち労働問題に関する規定の概要（原

則的事項）は以下のとおりである。

（ ） 労働原則の実現

米、カナダ、メキシコの 国は、各国の国内法に従

って、）結社の自由、）団体交渉の権利、）スト権、
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第９章

国家間における紛争解決

ビジネス環境整備

＜国家間における紛争解決＞

（１）ルールの背景

一般的に、地域貿易協定（自由貿易協定（ ：

）、経済連携協定（ ：

）等）や国際投資協定（ ：

）等には、協定

の解釈及び適用に関する国家間の争いを解決するため

の規定が設けられている。このような規定は、実際の

紛争に解決の手段を与えるだけではなく、締約国によ

る協定の履行を促すことをもって協定の実効性を担保

することに加えて、紛争解決の過程を通して協定の解

釈を明確にするといった重要な役割を担っており、我

が国が締結したすべての 及び には、何ら

かの国家間紛争の解決に関する条項が置かれている。

この 及び における「国家対国家」の紛争

解決手続は、「投資家対国家」の紛争と比較するとそ

の利用頻度は高くないが、国家間の紛争を解決する有

効なツールと考えられている。多くの協定の紛争解決

条項においては、 における紛争解決手続と同様、

国家間で争いが生じた場合、①当該紛争案件について

当事国が協議を行い、②協議により問題が解決しない

場合は、協定の定める紛争解決手続に当該問題を付託

して判断を求め、③紛争解決機関は問題を審理して拘

束力のある決定（判決）、勧告又は裁定を下し、④被

申立国は当該決定に従い協定違反とされた措置の是正

又は賠償を行う、又は勧告を前提に協議を再開すると

の仕組みが採用されている。一方で、このような紛争

解決条項の個別具体的な規定ぶりは、締約国間におけ

る様々な政治的・経済的な背景を反映し、多種多様で

あり、それら条項の個別的規定及び全般的傾向を正確

に把握することは、我が国の貿易投資政策の観点のみ

ならず、多角的な海外展開を活発に行う我が国企業に

とっても重要である。そのため、以下では、主に米国、

等主要な市場経済国及び新興国が締結している

及び の紛争解決条項を分析するとともに、

我が国が締結している協定と比較する（分析を行った

協定の一覧については後掲図表Ⅲ‐ を参照）。

（２）法的規律の概要

①国家間紛争解決に関する手続の形態とその類型

国家間の紛争解決手続に関する条項を、 と

というカテゴリーに即して比較した場合、全体的

な傾向としては、 が手続を比較的詳細に規定

しているのに対し、 にはかなり簡略な規定しか置

かれておらず、個別事項の規定ぶりを見ても、

には規定されているが には規定がない項目が少な

くない。しかしながら、紛争解決手続の中核的な規定

である、締約国が単独で当該紛争について紛争解決手

続を用いて拘束力のある決定を求める権利は、多くの

協定において規定されており、この点が数ある

及び の間での重要な共通項となっている。

一方、紛争解決手続の利用のあり方については、当該

紛争解決手続の性格や利用可能な手続の仕組みによっ

ていくつかの類型に分類することが可能である。以下

では 及び のそれぞれについて分類を試み

第 部 経済連携協定・投資協定

る女性の地位を向上させること、労使関係、労働条件、

社会保障及び職務保証を発展・近代化させること、職

能訓練・人材育成を促進すること、中小・零細企業に

おける雇用創出機会を生み出すためのプロジェクトを

促進すること等を列記している（同第 項）。また、

エジプト協定（ 年発効）でも、相手国から適法

に入国している労働者への公正な待遇が重要であると

再確認し、相手国の求めに応じて、これら労働者の労

働条件等に関し対話を設けることができる旨を規定し

ている（第 条）。また、社会問題について定期的対

話を行うよう義務づけるとともに、労働者の移動、同

一待遇、及び相手国から適法に入国している労働者の

社会的統合について進展を見るための方策を探す機会

とすべきことが規定されている（第 条）。

その後、 年 月 日に発効したリスボン条約

により、 条約 条に対外行動における諸原則の一

つとして人権と基本的自由の普遍性・不可分性が明示

的に規定された。

近年締結した韓国との （ 年 月発効）では、

「持続可能な開発章（第 章）」として環境と労働を

扱った章が設けられており、両国の 加盟国として

の義務の再確認（第 条第 項）、国内諮問機関の

設置（第 条第 項、第 項）、市民社会対話メ

カニズムの設置（第 条）、独立した紛争解決の

メカニズム（第 条、第 条、第 条）

等が規定されている。また、 年 月に署名され

たカナダとの （ ）においても、貿易と労働に

関する章が設けられ、 加盟国としての義務の確認

や 基本条約の批准・履行（第 条）、また、韓

国との 同様、独自の紛争解決メカニズム等（第

～ ）が規定されている。 年 月 日に発効した

日 についても、同様の諸規定が含まれている（持

続可能な開発章（第 章））。
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